
砺波市公共施設個別施設計画　概要版
　　　　　　　　　　　　　　～公共施設再編の取組みに向けて～　　　　　　　　　令和８年３月　　　　　　 令和2年3月

(1)砺波市公共施設等白書　
１ 計画の概要

H28.3
作成

(2)砺波市公共施設等総合管理計画
H28.11
策定

R8.3
改定

(3)砺波市公共施設個別施設計画
R8.3
改定

基礎資料

目標・基本
的な考え方

⇒ 基礎情報の整理、
　 現状の把握、課題の確認

⇒ 公共施設等の課題解決に
　 向けた目標や考え方を示
　 す計画

実現に向け
た考え方

⇒ 個別施設の方向性や再編
   の実施時期及び管理方針
　 を示す計画

建物の
方向性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再編の実施時期　　　　　　　　　　　　　　　※下線のある施設は、民間施設のため施設数及び面積には含まない。

再編完了　(令和２～７年度) 短期(当初)　(令和８～１２年度) 中期　(令和８～１７年度) 中長期　(令和８～２７年度) 長期　(令和１８～２７年度)

譲渡

地域、民間など
へ有償又は無償
で譲渡する。

砺波市林ふれあい会館
砺波市立南般若公会堂(砺波市立南般若公民館)
庄川民芸館収蔵館
砺波市閑乗寺夢木香村
砺波市立高波幼稚園、砺波市立栴檀野幼稚園
砺波市立種田保育所、砺波市立青島保育所

砺波市生きがいセンター庄川高砂会館
旧庄東小学校原野分校
旧フルーツ村休憩施設
旧砺波市生きがいセンター庄川高砂会館
中之島公民館横住宅
旧太田診療所

砺波市柳瀬農村婦人の家(砺波市立柳瀬公民館)
砺波市栴檀山農村集落センター(砺波市立栴檀山公
民館)
砺波市雄神集会センター(砺波市立雄神公民館)
砺波市種田コミュニティセンター
砺波市立鷹栖公民館
旧砺波市立雄神保育所

金屋団地(１～３号棟)

９施設　 ６施設　１,６１７㎡ ９施設　２,３７５㎡　 １施設　２,５８４㎡ －

廃止
一部廃止

除却を含む。

旧砺波市立砺波図書館
砺波市農村環境改善湯山サブセンター
旧太田駐在所
松村外次郎記念庄川美術館、庄川水資料館
砺波市庄川勤労者体育センター
砺波市立中野幼稚園、砺波市立鷹栖保育所
砺波市庄川子育て支援センター
砺波市立青島児童館
砺波市立雄神児童館
旧栴檀山消防分団器具置場、庄東センター

旧若林公民館 砺波市柳瀬体育館
砺波市民総合運動場[スタンド管理室他]
砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センターマリーナ[大型艇庫他]
砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター[プール]
庄川河川敷公園パットゴルフ場クラブハウス
旧砺波市立東山見児童館
旧砺波市立出町児童センター
旧砺波市埋蔵文化財センター

１２施設　 １施設　２４４㎡　 ８施設　４,１５５㎡　 － －

あり方
検討

今後の方針を
見定めるにあ
たり、あり方
を検討する。

砺波市立東山見公民館(他施設へ移転)
砺波市立青島公民館(他施設へ移転)
砺波市立種田公民館(他施設へ移転)
砺波市立太田幼稚園(認定こども園化)
砺波市立太田保育所(認定こども園化)
砺波市立北部幼稚園(認定こども園化)
砺波市立北部保育所(認定こども園化)
砺波市立般若幼稚園(福祉施設へ転用)
砺波市立東山見保育所(児童館へ転用)
砺波市出町子育て支援センター(他施設へ移転)
砺波市北部子育て支援センター(他施設へ移転)

砺波市南部デイサービスセンター
砺波市庄東デイサービスセンター

かいにょ苑
市庁舎、市庁舎幸町別館
除雪センター(市役所裏)
砺波市高齢者能力活用センター
砺波市立庄西中学校、砺波市立般若中学校
砺波市立庄川中学校
庄川特産館、庄川ウッドプラザ
庄川ふれあいプラザ
夢の平コスモス荘、夢の平スキーセンター
野外児童センター
砺波市社会福祉会館、砺波市多世代交流施設麦秋苑
出町生きがいセンター
名ヶ原冬季孤立集落機能維持施設
道の駅となみ[事務所]

砺波市庄川農村環境改善センター
砺波市埋蔵文化財センター

砺波市庄川生涯学習センター
砺波市立庄川図書館
砺波市太田体育館、砺波市若林体育館
砺波市高波体育館、砺波市高道体育館
砺波市油田体育館、砺波市栴檀野体育館
砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター[体育館]
砺波市栴檀山体育館、砺波市雄神体育館
砺波市庄川親雪体育館
砺波市中村体育施設
庄川水記念公園[舟戸公園ゲートと展望台他]

１１施設　 ２施設　１,５１４㎡　 １７施設　３７,９７１㎡　 2施設　１,４５８㎡ １４施設　１２,４９６㎡　

小計
（再編完了　計３２施設）　 短期(当初)　計９施設　３,３７５㎡ 中期　計３４施設　４４,５０１㎡ 中長期　計３施設　４,０４２㎡ 長期　計１４施設　１２,４９６㎡

６０施設(６４,４１４㎡)　

継続 １０５施設　

総計 １６５施設

２ 個別施設の方向性と再編の実施時期

譲渡又は廃止以外で再編された施設は、
この覧に記載しています。

３ 個別施設の管理方針

(１)「計画保全」する施設 
　対象施設は、建物の方向性が「継続」であるもの又は「あり方検討」で再編の実施時期が長期
であるものとします。 

(２)「事後保全」する施設 
　対象施設は、建物の方向性が「譲渡」又は「廃止」であるもの、あるいは「あり方検討」で実
施時期が中期又は中長期であるものとします。
　

　また、「あり方検討」となっている施設については、方向性などが定まるまでは、大規模改修
や建替などは行いません。 
 

●計画の目的　個別施設の方向性や再編の実施時期及び管理方針を示すことにより、実現に向けた課
　　　　　　　題を整理し、公共施設等総合管理計画の着実な推進を図る　

●計画の期間　令和２年度(２０２０年度)～令和２７年度(２０４５年度) 短期(R2～R7) 中期(R8～R17) 長期(R18～R27)　

●対象施設　　一般会計で管理する５０㎡以上の１６５施設及び本市と関わりのある民間２施設

【継続する施設について】　
　譲渡・廃止(一部廃止)・あり方検討のほかに、継続とした施設が１０５施設ありま
す。継続には、現状維持、建替え、転用などが含まれます。
　なお、継続とした場合でも、大規模改修等が必要となった時点で、その建物のあり
方を検討します。

　当初、短期での再編を目標としていた
が、中期の令和８～１２年度に検討する
ことになった施設は赤字で表記し、当初
計画から建物の方向性又は実施時期が変
更となった施設は青字で表記しています。

R4.3
改定

  これからも、限られた財源で効率的な維持管理を行うため、建物の劣化が軽微な段階で予防的
な修繕を行い長寿命化を図る「計画保全」する施設と安全性は担保しつつ建物が老朽化又は劣化
して支障が確認されてから修繕対応を行う「事後保全」する施設の２つに区分し維持管理を行い
ます。
　
 


